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経済連携協定（EPA）とは

（参考）日・フィリピン経済連携協定の構成（１６５条からなる本文と８の附属書により構成。和文で７２１ページ）

第１章 総則 第８章 投資
第２章 物品の貿易 第９章 自然人の移動
第３章 原産地規則 第１０章 知的財産
第４章 税関手続 第１１章 政府調達
第５章 貿易取引文書の電子化 第１２章 競争
第６章 相互承認 第１３章 ビジネス環境の整備
第７章 サービスの貿易 第１４章 協力 （以下略）

「経済連携協定」(ＥＰＡ：Economic Partnership Agreement)は、WTO(世界貿易機関)と中心とした
多国間の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、
モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするもの。
一般的には、「自由貿易協定」(ＦＴＡ：Free Trade Agreement) の呼称が使用されているが、日本

においては、いわゆる自由貿易協定（物品やサービスの貿易障壁の削減・撤廃を目的とする）の要素
に加え、投資、人の移動、知的財産保護、協力等の広範な分野を対象としていることから、協定の名
称は「経済連携協定」(EPA)を用いている。
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経済連携協定（EPA）に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れ（概要） 

１．目的     ・日本と相手国の経済上の連携を強化する観点から、公的な枠組みで特例的に行うもの。＇労働
力不足への対応が目的ではない（ 
・日本の介護施設で就労・研修をしながら、日本の介護福祉士資格の取得を目指す。 

 

２．受入れ国  ・インドネシア共和国、フィリピン共和国 

 
３．人数枠    平成２４年度 ３００人＇インドネシア、フィリピンともに同じ人数（ 
           ※日本の労働市場に悪影響を及ぼさないようにする観点から上限を設定 

             ・平成２０年度実績：インドネシア人候補者１０４人 
             ・平成２１年度実績：インドネシア人候補者１８９人、フィリピン人候補者２１７人 
             ・平成２２年度実績：インドネシア人候補者７７人、フィリピン人候補者８２人 

             ・平成２３年度実績：インドネシア人候補者５８人、フィリピン人候補者６１人 

 

４．在留期間  ・資格取得前は最大４年間＇年１回更新。なお、フィリピン就学コースの場合には養成校卒業までに必要な期
間まで更新が可能。（、資格取得後は在留資格の更新回数の制限なし。 

          ・協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった者は帰国する。 

          ・滞在中の在留資格は「特定活動」。 

 

５．要件     ・候補者  ・・・ 看護学校卒業者 又は 四大卒業者＇インドネシアの場合には３年以上の高等教育機
関卒業者（であり母国での介護士資格認定者 

          ・受入施設 ・・・  ①定員３０名以上の介護施設であること 

                      ②介護職員数＇候補者を除く（が法令に基づく配置基準を満たすこと 

                      ③常勤介護職員の４割以上が介護福祉士有資格者であること 

                      ④候補者に対して日本人と同等以上の報酬を支払うこと 

                      ⑤適切な研修体制を確保すること 等  
                         ＇候補者・受入施設ともに就労コースの場合の要件（ 
 

６．その他   ・受入れの実務は、協定に基づく唯一の受入れ調整機関である＇社（国際厚生事業団が行う。 2 



経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者等の現状 
平成24年2月1日現在 

＇単位：人（ 

＇１（ インドネシア 

  入国者数 就労・研修中の人数 
雇用契約・就学終了 

・帰国者数 

２０年度 104 94 10 
２１年度 189 174 15 
２２年度 77 74 3 
２３年度 58 58 0 
合計 428 400 28 

＇２（ フィリピン 

  入国者数 就労・研修中の人数 
雇用契約・就学終了 

・帰国者数 

２１年度 
＇就労コース（ 190 156 34 
＇就学コース（ 27 22 5 

２２年度 
＇就労コース（ 72 63 9 
＇就学コース（ 10 10 0 

２３年度 
＇就労コース（ 61 61 0 
＇就学コース（ - - - 

計 
＇就労コース（ 323 280 43 
＇就学コース（ 37 32 5 

合計 360 312 48 

＇３（ インドネシア・フィリピン総計 

  入国者数 就労・研修中の人数 
雇用契約・就学終了 

・帰国者数 

２０～２３年度 788 712 76 
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・日インドネシア経済連携協定（平成20年７月１日発効）に基づく看護師・介護福祉士候補者等の受入
れは、原則として外国人の就労が認められていない分野において、経済活動の連携の強化の観点から、
二国間の協定に基づき、公的な枠組みで特例的に行うものである。

（看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、国内労働市場への影響を考慮して受入れ最大人数を設定。）

・候補者の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団（JICWELS）が唯一の
あっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にあっせんを依頼
することはできない。

看護師コース
（在留期間は最大３年間）

介護福祉士コース
（在留期間は最大４年間）

介護施設で雇用契約に基づき就労・研修
＇３年以上（

・介護の専門知識および技術の修得
・日本語の継続学習

看護師国家試験の受験＇３回まで（ 介護福祉士国家試験の受験＇１回（

病院で雇用契約に基づき就労・研修
・看護補助業務に従事
・看護の専門知識および技術の修得
・日本語の継続学習

帰国

＇短期滞在（

看護師国家試験の受験

看護師として就労
＇在留資格は、上限なく更新可能（

帰国

＇短期滞在（

介護福祉士国家試験の受験

介護福祉士として就労
＇在留資格は、上限なく更新可能（

経済連携協定に基づくインドネシア人候補者 平成２４年度受入れの流れ

※ 日本語能力試験N２＇旧２級（程度の日本語能力がある場合＇累計7人＇看護0人、介護7人（（
＇注（上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。

「高等教育機関＇３年以上（卒業＊
インドネシア政府による介護士の認定」 又は
「インドネシアの看護学校＇３年以上（卒業者」

インドネシアの看護師
＊２年間の実務経験

平成20年度は208人（看護104人、介護104人）、平成21年度は362人（看護173人、介護189人）、
平成22年度は116人（看護39人、介護77人）、平成23年度は105人（看護47人、介護58人）が入国。
平成24年度の受入れ最大人数は、500人（看護200人、介護300人）。

一定の日本語能力を
有すると認められる者※

受入れ実績等

趣旨・目的等

一定の日本語能力を
有すると認められる者※

不合格＇資格不取得（合格＇資格取得（ 不合格＇資格不取得（合格＇資格取得（

日本語研修＇訪日前６か月間（

日本語研修＇訪日後６か月間（

雇用契約の締結のためのJICWELSによるあっせん

日本語研修＇訪日後６か月間（

日本語研修＇訪日前６か月間（

雇用契約の締結のためのJICWELSによるあっせん

看護導入研修、就労ガイダンス 介護導入研修、就労ガイダンス

看護師コース
（在留期間は最大３年間）

介護福祉士コース

就労コース
（在留期間は最大４年間）

就学コース
（在留期間は養成課程修了まで）

看護師国家試験の受験＇３回まで（

雇用契約に基づき就労・研修
・看護補助業務に従事
・看護の専門知識および技術の修得
・日本語の継続学習

帰国

看護師として就労
＇在留資格は、

上限なく更新可能（

介護福祉士として就労
＇在留資格は、

上限なく更新可能（

経済連携協定に基づくフィリピン人候補者 平成２４年度受入れの流れ

不合格
＇資格不取得（

合格
＇資格取得（

「４年制大学卒業＋フィリピン政府
による介護士の認定」又は「フィリ
ピンの看護学校(学士)(４年)卒業」

フィリピンの看護師
＊３年間の実務経験

平成21年度は310人（看護93人、介護217人（就労190人、就学27人））、
平成22年度は128人（看護46人、介護82人（就労72人、就学10人））、
平成23年度は131人（看護70人、介護61人（就労61人、就学は募集なし））が入国。
平成24年度の受入れ最大人数は、500人（看護200人、介護300人）。

受入れ実績等

趣旨・目的等

介護福祉士国家試験の受験＇１回（

雇用契約に基づき就労・研修
＇３年以上（

・介護の専門知識および技術の修得
・日本語の継続学習

帰国

＇短期滞在（

国家試験の受験

不合格
＇資格不取得（

合格
＇資格取得（

介護福祉士として就労
＇在留資格は、

上限なく更新可能（

４年制大学卒業

養成校で就学
・介護の専門知識および技術の修得
・日本語の継続学習

介護福祉士養成課程の修了
＇資格取得（

一定の日本語能力を
有すると認められる者※

日本語研修

JICWELSの紹介による
入学許可書の署名

雇用契約の締結のための
JICWELSによるあっせん

一定の日本語能力を
有すると認められる者※

一定の日本語能力を
有すると認められる者※

※ 日本語能力試験N２＇旧２級（程度の日本語能力がある場合＇累計13人＇看護0人、介護13人（（
＇注（上記受入れの流れは、今後、相手国側との調整などにより、予定変更の可能性もあります。

・日フィリピン経済連携協定（平成20年12月11日発効）に基づく看護師・介護福祉士候補者等の受入れ
は、原則として外国人の就労が認められていない分野において、経済活動の連携の強化の観点から、
二国間の協定に基づき、公的な枠組みで特例的に行うものである。

（看護・介護分野の労働力不足への対応ではなく、国内労働市場への影響を考慮して受入れ最大人数を設定。）

・候補者の受入れを適正に実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団（JICWELS）が唯一の
あっせん機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者にあっせんを依頼
することはできない。

雇用契約の締結のための
JICWELSによるあっせん

＇短期滞在（

国家試験の受験

日本語研修
訪日前３か月間
訪日後６か月間

看護導入研修、就労ガイダンス

日本語研修
訪日前３か月間
訪日後６か月間

介護導入研修、就労ガイダンス
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＇参考（ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れ  

• 日越両国は、日越ＥＰＡの規定に基づき交渉を行ってきた結果、我が国がベトナムから看護師・介護福祉士

候補者を受け入れるとの結論に達し、平成２３年１０月３１日の日越首脳会談において、両国首脳間でその

旨を確認。会談の後、両首脳は「ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに関する覚書」＇以下 

「覚書」という。（に署名  
 

• 「覚書」の内容  

  ＇１（ 日越ＥＰＡに基づく交渉の結果、我が国は、今後二国間で詳細を定める枠組みに基づき、ベトナムから

看護師・介護福祉士候補者を受け入れる。  

  ＇２（ベトナム政府は、来年の早い時期を目標にベトナムにおいて日本語研修を開始することを目指し、日本 

政府とともに協力する。  

  ＇３（日越両国は、ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れに係る法的拘束力を有する両国間の

文書に関する交渉を開始し、来年3月までに結論に達するよう努める。  
 

• 候補者受入れの基本的枠組み  

  ＇１（看護師・介護福祉士候補者となるためには、基本的に現地でしかるべく日本語研修を受けることを前提 

とした上で、一定の日本語能力を有することを条件の一つとする。  

  ＇２（訪日後は、資格取得のため、これまでの我が国が締結したＥＰＡと同様の期間及び滞在資格において 

滞在を認めるなどの扱いを行う。  

  ＇３（その他の詳細は、今後越側と協議していくこととなっている。   
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インドネシア、フィリピン両国の概況 

※外務省ＨＰ「各国・地域情勢」より抜粋 

国名 インドネシア共和国 フィリピン共和国 

人口 

 約2.38億人（2010年、政府推計） 
  
 
 （参考）総務省ＨＰ「世界の統計」 
   平均寿命 ６７歳 （2008年） 
   高齢化率 ４．７％（2005年） 
   （65歳以上） 

 約9,401万人 
 （2010年推定値、フィリピン国勢調査） 
   
  （参考）総務省ＨＰ「世界の統計」 
    平均寿命 ７０歳 （2008年） 
    高齢化率 ４．２％（2008年） 
    （65歳以上） 

首都  ジャカルタ（人口959万人：2010年、政府推計）  マニラ（首都圏人口1,155万人） 

民族 
 大半がマレー系 
（ジャワ、スンダ等27種族に大別） 

 マレー系が主体。 
 ほかに中国系、スペイン系及びこれらとの混血 
 並びに少数民族がいる。 

言語  インドネシア語 
 国語はフィリピノ語、 
 公用語はフィリピノ語及び英語。 
 80前後の言語がある。 
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 ＇参考（ 

国名 ベトナム社会主義共和国 

人口 

 約8,579万人（2009年4月1日時点国勢調査） 
 
   
 （参考）総務省ＨＰ「世界の統計」 
   平均寿命 ７３歳 （2008年） 
   高齢化率 ７．９％（2008年） 
   （65歳以上） 

首都  ハノイ 

民族  キン族＇越人（約86％、他に53の尐数民族 

言語  ベトナム語 

7 

 
日本 
 
 人口 約1.28億人（2009年推計） 
  
 平均寿命 ８３歳  （2008年） 
  
 高齢化率 ２２．７％（2009年） 
（65歳以上） 

 



＇参考（インドネシア語 
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※ 一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 編著 



＇参考（英語 
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※ 一般社団法人 国際交流＆日本語支援Y 編著 



H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 

外国人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間 

① 入国 08年8月7日、就労開始 09年2月13日  

② 入国 09年11月13日、就労開始 10年1月16日 

③ 入国 10年8月7日、就労開始 10年12月4日 

⑤ 
① 入国 08年8月7日、就労開始 09年1月29日 

② 入国 09年11月13日、就労開始 10年1月16日 

③ 入国 10年8月7日、就労開始 10年12月4日 

⑤ 

④ 

② 入国 10年5月9日、就労開始 10年10月29日 

① 入国 09年5月10日、就労開始 09年10月29日 

① 入国 09年5月10日、就労開始 09年11月11日 

② 入国 10年5月9日、就労開始 10年11月11日 

④ 

④ 入国 11年7月5日、就労開始 12年1月6日 

④ 入国 11年7月5日、就労開始 12年1月6日 

③ 入国 11年5月29日、就労開始 11年11月17日 

③ 入国 11年7月18日、就労開始 12年1月19日 

インドネシア 

看護 

インドネシア 

介護 

フィリピン 

看護 

フィリピン 

介護 

凡例  協定に基づく滞在＇入国済み（                 滞在期間延長 

     協定に基づく滞在＇H24入国予定（               ２２年度に措置 ２３年度に措置 ２４年度に措置 
10 



ＥＰＡ介護福祉士候補者 受入施設＇施設類型別（ 

施設類型 施設数 受入人数 

特別養護老人ホーム 153 413 

介護老人保健施設 72 195 

介護老人福祉施設 11 29 

介護療養型医療施設 7 22 

障害者施設 6 16 

デイサービス 2 4 

短期入所 1 2 

養護老人ホーム 2 4 

計 254 685 

11 

平成２４年１月１日現在  
＇平成２３年度入国候補者受入れ予定施設を含む（ 



 

＜日本語研修・介護導入研修の実施＞ 

  訪日前日本語研修：インドネシア6か月間、フィリピン3か月間＇平成23年度～（ 

  訪日後6か月間の日本語研修、１週間程度の介護導入研修を実施 
  

＜候補者に対する学習支援＞  

  候補者の日本語学習や介護分野の専門学習の費用を補助  【候補者１人当たり23.5万円以内】 

     ＇日本語講師や養成校教員等の受入施設への派遣、日本語学校への通学、民間業者が実施する 

      模擬試験や介護技術講習会への参加等の費用（ 

  日本語や介護分野の専門知識と技術、日本の社会保障制度等を学ぶ集合研修 

  介護分野の専門知識に関する通信添削指導＇定期的な小テスト（ 
  

＜国家試験の用語の見直し＞  

  昨年の試験から、難解な漢字へのふりがな付記、疾病名への英語の併記、 

  国際的な略語等の英語の付記、外国人名への原語の併記 
  

＜滞在期間の延長＞  

  一定の条件を満たす候補者の滞在期間を1年に限り延長＇平成23年3月11日閣議決定（ 

  

 

これまで介護福祉士候補者に対して講じた主な施策 
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  ヒト・モノ・カネの流れ倍増 

＇アジアの成長を取り込む 

ための改革の推進（ 

早期実施事項 

（2010年度に実施する事項） 

Ⅲ アジア経済戦略  ～ヒト・モノ・カネの流れ倍増＇アジアの成長を取り込むための改革の推進（～① 

2011年度に 

実施すべき事項 

2013年度までに 

実施すべき事項 

2020年までに 

実現すべき成果目標 

質の高い外国人学生 

30万人の受入れ 大学間単位互換の推進 

徹底的なオープンスカイの推進 
・オープンスカイの枠組みの拡大 

・国際航空事業規制＇運賃規制・ 
チャータールール等（の緩和推進 

留
学
生
等 

高
度
人
材
及
び
専
門
・技
術
分
野
の
人
材
等 

ビ
ジ
ネ
ス
・観
光 

看護師・介護福祉士試験の在り方の見直し 

＇コミュニケーション能力、母国語・英語での試験実施等の検討を含む。（ 

ポイント制を通じた高度人材
の出入国管理上の優遇制度
の検討・結論 

在留期間上限の伸長、再入国許
可制度の緩和 

高度海外人材の集積拡大 

 

在留高度外国人材の倍増 

・羽田：発着枠昼間40.7万回＊深夜早朝4.0万回＇うち国際枠９万回（の実現＇2013年度（ 
・成田：発着枠27万回の実現＇2012年度（、30万回の実現＇2014年度（ 
・ＬＣＣ＇格安航空会社（・ビジネスジェットの受入れ環境の整備 

「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化と航空ネットワーク維持方策の見直し 

 １．ヒトの流れ倍増 

・配偶者の就業、親族・家事使用人 

 の帯同等の検討 

ポイント制活用等による海外人材の受入れ制度の検討・実施 

外国人学生の卒業後の就職支援のための手続きの一層の簡素化 ・在留資格「留学」と「就学」一本化 

・留学生資格外活動許可の見直し 

高度人材にとって魅力ある雇用・労働環境や社会・生活環境の整備等の検討・実施 

・成田の増枠等を見極めつつ、首都圏空港においても、まず「第３・第４の自由」、その後「第５ 

  の自由」と段階的に自由化を推進 

・関空・中部等の我が国の拠点空港の貨物ハブ化に不可欠となる従来の「第５の自由」の枠 

  組みを超える抜本的自由化を推進 

羽田の24時間国際拠点空港化等
首都圏空港の強化 

訪日外国人＇）（2,500万人、 

将来的には3,000万人 

 

羽田の24時間国際拠点 

空港化等首都圏空港の強化 

 

関空の再生と 

国際競争力の強化 

 

＇）（訪日観光客を始めとした 

  各国からの訪日外国人 

専門学校への留学支援 

日本語教育等の強化による高度人材等の育成・確保 
日本語能力を持つ優秀な 

現地人材の大幅増加 

関空・伊丹の経営統合に係る制度改正とコンセッション契約の検討 

受験機会の拡大の検討 

「成長戦略工程表」より 

（平成２２年６月１８日閣議決定） 
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日本再生の基本戦略 
～危機の克服とフロンティアへの挑戦～ 

＇抜粋（ 

 

４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計 

 ＇１（更なる成長力強化のための取組＇経済のフロンティアの開拓（ 

  ① 経済連携の推進と世界の成長力の取り込み 

 

 ＜当面、重点的に取り組む主な施策＞ 

  ○ 投資協定、租税条約、社会保障協定の重点的・積極的な推進 

  ○ 立地補助金の活用等による競争力強化 

  ○ 円高メリットの活用による海外M&A の促進や資源確保等 

  ○ 国際戦略総合特区の活用 

  ○ 「アジア拠点化・対日投資促進プログラム」の着実な推進 

  ○ 偽造品の取引の防止に関する協定（ACTA）の早期発効・参加促進等による知的財産権の保護強化等 

  ○ パッケージ型インフラ海外展開の拡充 

  ○ 中小企業の海外展開支援等 

  ○ ポイント制の早期実施による高度人材の受入れ推進 

  ○ 経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補者受入れの仕組みの改善 

  ○ 経済のグローバル化等を踏まえた民法（債権関係）改正 

  ○ クールジャパンの推進 

平成23 年12 月24 日 閣議決定 
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介護福祉士資格取得に向けたＥＰＡ候補者の学習 ＇全体像（ 

入 
 

国 

筆
記
試
験 

３年以上の実務経験 資
格
取
得 受入施設における学習目標＇例（ 

就労１年目 就労２年目 就労３年目 

日
本
語 

・介護分野の基礎漢字の習得 
 

・介護分野の学習に対応できる 
 読解力、速読力の向上 
 

・申し送り内容や介護記録の 
 理解 

・介護分野の頻出漢字の習得 
 

・国家試験問題文の難解な表現 
 や言い回しの理解 
 

・申し送りの実施や介護記録の 
 作成 

・介護分野の語彙の増強 
 

介
護
の
知
識 

・日々の介護業務を通じた介護 
 全般の知識の習得 

・国家試験出題基準に沿った学習 
 の開始＇基礎知識の習得（ 
    

・国家試験過去問題を使用 
 した反復練習 
 

・模擬試験の受験 
 

・弱点科目の克服 

介
護
の
技
術 

・基礎的介護技術の理解、習得 
 

・発展的介護技術の理解、習得 ・知識に基づく介護技術の 
 実践 
 

・介護技術講習会の受講 

 
 

 

（
訪
日
後
６
ヶ
月
間
） 

 
 

日
本
語
研
修 

介
護
導
入
研
修 

 
 

日
本
語
研
修 

（
訪
日
前
）  

 

厚生労働省による候補者、受入施設に対する支援 

   ・巡回訪問指導   ・相談窓口の設置   ・日本語･漢字統一試験   ・受入施設担当者向けの説明会 
   ・過去の国家試験問題の翻訳＇ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、英語（版の提供                             等 

受入支援 
(国際厚生事業団) 

就
労
・研
修 

   ・候補者の日本語学習や介護分野の専門学習の費用を補助 【候補者１人当たり23.5万円以内】 
     ＇日本語講師や養成校教員等の受入施設への派遣、日本語学校への通学、民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等の費用（ 

学習費用の補助 
＇都道府県（ 

   ・日本語や介護分野の専門知識と技術、日本の社会保障制度等を学ぶ集合研修 
 

   ・介護分野の専門知識に関する通信添削指導＇定期的な小テスト（ 
 

   ・介護福祉士の資格を取得できずに帰国する候補者に対する再チャレンジ支援＇模擬試験･通信添削指導の実施、学習相談窓口の設置（                                                                                     

学習支援 
＇実施団体：公募（ 

１．人間と社会 
２．介護 
３．こころとからだのしくみ 

合格 

再
受
験 

帰
国 

実
技
試
験 

不
合
格 

滞
在
期
間
延
長 

介護技術講習
修了者は、 
実技試験免除 

新規 

＇参考（23年度実績 
   20年度入国候補者：集合研修5回 
                 通信添削指導7回 
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○言葉の使い方ﾄﾞﾘﾙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○毎日の漢字ﾃｽﾄ 
  ＇ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語版、英語版（ 
 

 

 

 

 

 

   

 

○介護の言葉と漢字 国家試験対策 

   段階別事例問題読解 

 

○介護の言葉と漢字ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 

  ＇ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語版、英語版（ 
   

 

 

 

 

 

 

 

○看護・介護の言葉と漢字ﾜｰｸﾌﾞｯｸ 
  やさしい漢字とｶﾀｶﾅ語 

  

 

 

 

 

 

 

 

○介護の言葉と漢字ﾜｰｸﾌﾞｯｸ 

 
 
 
 
 
 

 

候補者が使用している主な教材 

受入施設における日本語学習教材として国際厚生事業団が配布した教材 

16 

一般社団法人 
国際交流＆日本語支援Y 編著 



平成２３年度外国人介護福祉士学習支援事業において国際厚生事業団が配布した教材 

平成２０年度入国候補者＇尼１陣（ 
○見て覚える！介護福祉士国試ﾅﾋﾞ2012   

                 ＇中央法規出版＇株（（ 

 

 

 

 

 
 

 

 

○介護福祉士国家試験模擬問題集2012 

                 ＇中央法規出版＇株（（          
 

 
 
 
 
 

 

平成２１年度入国候補者＇尼２陣、比１陣（ 
○外国人のための介護福祉士国家試験対策 

  新ｶﾘｷｭﾗﾑⅠ「人間と社会」 ＇国際交流＆日本語支援Y（ 

 

 

 

 

 
 

 

 
○外国人のための介護福祉士国家試験対策 

  新ｶﾘｷｭﾗﾑⅡ「介護」-1,2   ＇国際交流＆日本語支援Y（ 

 

 

 

 

 

 
  

 

 ○外国人のための介護福祉士国家試験対策  

  新ｶﾘｷｭﾗﾑⅢ「こころとからだのしくみ」  
                     ＇国際交流＆日本語支援Y（ 

平成２２年度入国候補者＇尼３陣、比２陣（ 
○介護の言葉と漢字 国家試験対策ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ  

               ＇国際交流＆日本語支援Y（ 
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介護福祉士候補者に係る職員等の配置の基準の取扱いについて 

○ 現在、EPA介護福祉士候補者については、「受入指針告示」により、受入施設の要件の1つとして  
「候補者を除いて法令に基づく職員等の配置の基準を満たすこと」とされており、この結果、職員等
の配置の基準の算定対象とされていない。 

 

○ この「受入指針告示」を改正し、候補者を職員等の配置の基準上の算定対象に一部含めることに 

  したい。 

１．配置基準への算定の可否（※） 

 （１） 夜勤に係る加算及び昼間のユニット単位での配置基準等については、算入できること  

    にする。 

 （２） 候補者を除いて職員の基本の配置基準（例：特別養護老人ホーム・介護老人保健施設 

    での職員：利用者＝1：3の基準・夜勤の基本の配置基準）を満たすことは、引き続き 

    受入施設の要件とする。 
 

２．対象者 

    以下の①又は②を満たす候補者を、上記１（１）の算定対象とする。 
 

   ① 受入施設での就労開始日から雇用契約が１年に達した者 

   ② 日本語能力試験N2以上を保有している者 
 

 
 

 （※） 考え方：研修施設としての質の確保の観点から、候補者以外で施設の人員最低基準を満たすことが必要。 

          一方で、候補者が施設との雇用関係に基づき勤務していることを評価し、夜勤加算基準等へ算入   

         できることにする。 

○ 今回の見直しの後、概ね半年を目途に、EPA介護福祉士候補者の受入施設における夜勤状況、 

  候補者のコミュニケーションの状況、受入意向等の実態を把握・分析した上で、必要に応じて 

  見直しを検討する。  
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日本語能力試験＇日能試、ＪＬＰＴ（の概要 

１．主 催 者  独立行政法人 国際交流基金 

        財団法人 日本国際教育支援協会 
  

２．資格種類  民間資格 
  

３．開 始 年  １９８４年（昭和５９年） 
  

４．試験形式  筆記試験（言語知識、読解、聴解） 
  

５．試験回数  年２回（７月、１２月） 
  

６．開 催 地  日本、海外  ※２０１１年(平成２３年) ７月実施   日本 ３４都道府県 

                                   海外 ２０の国・地域、９６都市 
 

 

７．レ ベ ル  ５段階 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

             ※Ｎ2以上のＥＰＡ介護福祉士候補者は、訪日後の日本語研修（６か月）が免除となる。 
 

                ２０年度入国 インドネシア１陣 ３名   
                ２１年度入国 インドネシア２陣 １名   フィリピン１陣 １０名 
                ２２年度入国 インドネシア３陣 ２名   フィリピン２陣  ２名 
                ２３年度入国 インドネシア４陣 １名   フィリピン３陣  １名 

 

認定の目安 試験科目と時間 

Ｎ1 幅広い場面で使われる日本語を理解することができる。 言語知識（文字・語彙・文法）、 
読解110分、聴解60分 

Ｎ2 日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅広い
場面で使われる日本語をある程度理解することができる。 

言語知識（文字・語彙・文法）、 
読解105分、聴解50分 

Ｎ3 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することが
できる。 

言語知識（文字・語彙）30分、 
言語知識（文法）・読解70分、聴解40分 

Ｎ4 基本的な日本語を理解することができる。 言語知識（文字・語彙）30分、 
言語知識（文法）・読解60分、聴解35分 

Ｎ5 基本的な日本語をある程度理解することができる。 言語知識（文字・語彙）25分、 
言語知識（文法）・読解50分、聴解30分 
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８．実施状況＇国内実施分、抜粋（  

受験者数 認定者数 認定率 

２０１０年（平成２２年） ７月 
Ｎ1 ２３，６９５人 ９，６５１人 ４０．７％ 

Ｎ2 ２３，１２６人 １３，７６８人 ５９．５％ 

２０１０年（平成２２年）１２月 
Ｎ1 ３６，８１０人 １２，７７４人 ３４．７％ 

Ｎ2 ２６，０２０人 １１，６７９人 ４４．９％ 

２０１１年（平成２３年） ７月 
Ｎ1 ２２，７８２人 ６，５４６人 ２８．７％ 

Ｎ2 １７，９５７人 ９，０５７人 ５０．４％ 
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